
船舶事故等調査報告書 

平成２２年３月２５日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２００９広第２３６号 

事故等種類 衝突 

発生日時 平成２１年８月１日（土） １６時１３分ごろ 

発生場所 島根県出雲市 日御碕
ひのみさき

灯台から真方位０１６°４,０００ｍ付近 

（概位 北緯３５°２８.２′ 東経１３２°３８.５′） 

事故等調査の経過  平成２１年９月４日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事務所）

を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 貨物船 第十大泰
だいたい

丸、１９９トン 

   １３３６６８、有限会社鳥本商会 

Ｂ モーターボート 西輝
にしき

丸、２.３３トン 

   ２７２－２２９９１島根、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長、六級海技士（航海） 

Ｂ 船長、一級小型船舶操縦士 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 船体右舷外板に塗料はく
．．

離などの擦過傷 

Ｂ 右舷船尾に擦過痕及びスパンカー折損 

 事故等の経過  Ａ船は、船長ほか２人が乗り組み、日御碕北北東沖を針路約２５０°速

力約１１ノットで航行中、Ｂ船は船首を西方に向け、パラシュートアンカ

ーを使用して漂泊中、平成２１年８月１日１６時１３分ごろ、Ａ船とＢ船

とが衝突した。 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 北東、風力 ２、視界 良好 

海象：波高 約２ｍ 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

あり 

 船長Ａは、日御碕北北東沖を西南西進中、いすに

腰掛けて見張りを行い、Ｂ船を見落としたものと考

えられる。 

 船長Ｂは、接近してくるＡ船を認めた後、Ａ船か

ら目を離し、釣りに専念し、Ａ船が接近しているこ

とに気付かなかったものと考えられる。 

原因  本事故は、日御碕北北東沖において、Ａ船が西南西進中、Ｂ船がパラシ

ュートアンカーを使用して漂泊中、Ａ船が適切な見張りを行わずに航行し、

また、Ｂ船が釣りに専念してＡ船が接近していることに気付かなかったた

め、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 

 




